
◆ファックスでの問い合わせを希望する方は、広報課（ 2994-0706）へファックスしてください。
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加
入
者
へ 

確
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を
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送

　

納
付
し
た
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保

険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
所
得

税
や
市
・
県
民
税
申
告
時
の
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
で
す
。

　

平
成
26
年
中
に
所
沢
市
の
国
民
健
康
保

険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
納
め
た
方
に
対
し
、
社
会
保
険

料
控
除
の
申
告
で
利
用
で
き
る
「
納
付
額

の
お
知
ら
せ
」
を
１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま

す
。
こ
の
お
知
ら
せ
に
は
、
平
成
26
年
１

月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
実
際

に
納
付
し
た
金
額
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
額
は
、

納
税
通
知
書
と
同
じ
く
世
帯
主
宛
て
に
郵

送
し
ま
す
。

◎
職
場
で
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
料
や

個
人
で
加
入
し
て
い
る
保
険
料
な
ど
は
、

加
入
し
て
い
る
団
体
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
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公
的
年
金
受
給
者
へ

源
泉
徴
収
票
を
郵
送

　

厚
生
年
金
、
国
民
年
金
な
ど
の
老
齢
ま

た
は
退
職
を
理
由
と
す
る
公
的
年
金
は
、

所
得
税
の
課
税
対
象
で
す
。
厚
生
年
金
、

国
民
年
金
な
ど
の
受
給
者
に
は
、
１
年

間
の
年
金
の
支
払
総
額
な
ど
を
記
載
し
た

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が
日
本

年
金
機
構
か
ら
１
月
中
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
源
泉
徴
収
票
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
の
際
に
必
要
で
す
。
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
は
課
税
対
象
外
の
た
め
、
源
泉
徴
収

票
は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
所
沢
年
金
事
務
所

　

☎
２
９
９
８

-

０
１
７
０

①介護保険料は、社会保険料控除の対象です。ただし、年金から保険料
を引かれている場合は、年金受給者本人の所得控除となるため、本人
以外の方が社会保険料控除として申告することはできません。
②下表の介護サービスの利用料は、医療費控除の対象です。
【留意事項】

▼下表の対象サービスには介護予防サービスも含まれます。

▼医療費控除の申告には、所定の事項が記載されている領収書の添付が
必要です。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、
介護保険低所得者等助成金の支給がある場合は、支払った金額から支
給された額を差し引いて申告することになります。　
③身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、平成26年12
月31日現在で要介護１から要介護５の認定を受けている方、または
６カ月以上常時寝たきりの状態、もしくは認知症の状態が続き、食事
や排せつなどの日常生活に支障があり、身体障害者と同様と認められ
る場合には、市が発行する認定書により障害者控除が受けられます。

問①②…介護保険課☎２９９８‐９４２０
　③…高齢者支援課☎２９９８‐９１２０
◆医療費控除対象表

対象サービス 対象金額

施
設

▼介護老人福祉施設

　（特別養護老人ホーム）

▼地域密着型介護老人福祉施設

１割自己負担額と食費、居住費
の合計の２分の１
◎特別な食事、居室にかかる費
用を除きます。

▼介護老人保健施設

▼介護療養型医療施設
１割自己負担額と食費、居住費
◎特別な食事、居室にかかる費
用を除きます。

居
宅

医
療
系

▼訪問看護　

▼訪問リハビリテーション

▼居宅療養管理指導

▼通所リハビリテーション

▼短期入所療養介護

▼定期巡回・随時対応型訪問介
護看護（一体型事業所で訪問
看護を利用する場合）

▼複合型サービス（上記の居宅
サービスを含む組み合わせに
より提供される場合、ただし
生活援助中心型の訪問介護の
部分を除く）

１割自己負担額と食費、滞在費
◎特別な食事、居室にかかる費
用を除きます。
◎保険給付の支給限度額を超え
て利用した場合の全額自己負担
となった部分も、控除の対象で
す。

福
祉
系

▼訪問介護（生活援助を除く)

▼訪問入浴介護

▼通所介護

▼短期入所生活介護

▼認知症対応型通所介護

▼夜間対応型訪問介護

▼小規模多機能型居宅介護

▼定期巡回・随時対応型訪問介
護看護（一体型事業所で訪問
看護を利用しない場合および
連携型事業所に限る）

▼複合型サービス（上記の医療
系の居宅サービスを含まない
組み合わせにより提供される
場合、ただし生活援助中心型
の訪問介護の部分を除く）

１割自己負担額
◎居宅サービス計画(ケアプラ
ン)に位置づけられ、医療系介
護サービスと一緒に利用してい
ることが前提です。
◎保険給付の支給限度額を超え
て利用した場合の全額自己負担
となった部分は、控除の対象に
なりません。

お
む
つ
代

おむつ代の医療費控除を受けるには、１年目は医師による「おむ
つ使用証明書」の添付が必要です。２年目以降は、要介護認定者で
主治医意見書の内容からおむつ使用の必要性が認められる場合の
み、市が発行する確認書（発行までに１週間程度かかります）の添
付で医療費控除を受けることができます。

受付時間　午前９時～午後３時（市役所８階は午後４時まで）

介護保険に関わる税申告時の所得控除 市･県民税申告相談日程表平成27年度

受付日 会場 対象地域
２月
９日㈪ 小手指公民館分館 小手指町1～5丁目・北中1丁目

10日㈫ 柳瀬まちづくりセンター
坂之下・城・本郷・日比田・亀ケ谷・新郷
・南永井・東所沢１～５丁目・東所沢和田
１～３丁目

12日㈭ 三ケ島まちづくりセンター
西狭山ケ丘１～２丁目・和ケ原2～3丁目
・林１～２丁目・糀谷・堀之内

13日㈮ 三ケ島まちづくりセンター 林３丁目・三ケ島１～５丁目

16日㈪ 狭山ケ丘コミュニティセンター 東狭山ケ丘１～6丁目・和ケ原１丁目

17日㈫ 狭山ケ丘コミュニティセンター 狭山ケ丘１～２丁目・若狭１～４丁目

18日㈬ 小手指まちづくりセンター
小手指南1～６丁目・小手指元町１～３丁
目・北野新町１～２丁目・北野１～３丁目
・北野南１～３丁目

19日㈭ 山口まちづくりセンター 山口1番地～１９９９番地・小手指台

20日㈮ 山口まちづくりセンター 山口２０００番地～終わり・上山口
22日㈰ 市役所８階 指定された相談日に都合がつかなかった方
23日㈪ 松井まちづくりセンター 上安松・くすのき台１～３丁目

24日㈫ 松井まちづくりセンター 下安松・牛沼・松郷

25日㈬ 吾妻まちづくりセンター
荒幡・松が丘1～2丁目・久米（４８１番
地～６２０番地を除く）

26日㈭ 新所沢まちづくりセンター
泉町・向陽町・青葉台・榎町・けやき台１
～２丁目

27日㈮ 新所沢まちづくりセンター 緑町１～４丁目
３月
１日㈰ 市役所８階 指定された相談日に都合がつかなかった方

２日㈪ 富岡まちづくりセ
ンター

中富・下富・神米金・北岩岡・北中2～4
丁目・岩岡町・所沢新町

３日㈫ 市役所８階 弥生町・美原町１～５丁目・北所沢町・松
葉町

４日㈬ 市役所８階
日吉町・東町・旭町・御幸町・寿町・元
町・金山町・有楽町・北有楽町・喜多町・
宮本町１～２丁目

５日㈭ 市役所８階 西所沢１～２丁目・星の宮１～２丁目・上
新井１～5丁目

６日㈮ 市役所８階 花園１～４丁目・大字中新井・中新井1～
5丁目

９日㈪ 市役所８階 北秋津・東住吉・西住吉・南住吉・久米
４８１～６２０番地

10日㈫ 市役所８階 並木１～８丁目・中富南１～４丁目
11日㈬ 市役所８階 こぶし町・若松町・下新井・西新井町・東

新井町・北原町
12日㈭

市役所８階 指定された相談日に都合がつかなかった方13日㈮
16日㈪
◎２月16日㈪から３月16日㈪まで市役所８階でも相談を受け付けます。
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◎
会
社
な
ど
で
健
康
保
険
組
合
な
ど
に

加
入
し
て
い
る
方
の
申
し
込
み
方
法
は
、

勤
務
先
に
お
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い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
検
診
料
金
の
助
成

対
①
35
歳
以
上
で
所
沢
市
国
民
健
康
保

険
の
加
入
者
②
市
内
在
住
で
埼
玉
県

後
期
高
齢
者
医
療
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◎
平
成
26
年
12
月
号
の
広
報
と
こ
ろ
ざ

わ
11
頁
で
は
対
象
者
①
を
「
35
歳
以

下
」
と
誤
っ
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、

正
し
く
は
「
35
歳
以
上
」
で
す
。
お
詫

び
し
て
、
訂
正
し
ま
す
。
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